
取引環境適正化に向けた当局の取組
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経済産業省関東経済産業局
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適正取引・価格転嫁の普及啓発
発注側企業と受注側企業の関係の構築

法執⾏の強化
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適正取引・価格転嫁の普及啓発

 取引適正化の特設ページを開設し、下請代⾦法や価格交渉のノウハウに関する講習会、取引上
のトラブルの相談窓⼝の案内等、下請取引適正化の普及啓発を実施。

経済産業省適正取引⽀援サイト

＜価格交渉促進⽉間ポスター＞＜⻄村経産⼤⾂からのメッセージ＞

価格交渉促進⽉間について
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 毎年9⽉と3⽉を「価格交渉促進⽉間」として設定し集中的な取り組みを実施。
 交渉と転嫁が定期的になされる取引慣⾏の定着を⽬指す。

経済産業省適正取引⽀援サイト

＜取引適正化シンポジウム2023＞



価格交渉促進⽉間フォローアップ調査

①アンケート調査
○調査対象

中⼩企業等に、発注側の親事業者（最⼤3社分）との間の価格交渉や価格転嫁に関するアンケート票を送付。 業種毎の調
査票の配布先は、経済センサスの産業別法⼈企業数の割合（BtoC取引が中⼼の業種を除く）を参考にして抽出。

○配布先の企業数 30万社
○調査期間 2023年4⽉7⽇〜5⽉31⽇
○回答企業数 17,292社（※回答から抽出される発注側企業数は延べ20,722社）
○回収率 5.76%（※回答企業数/配布先の企業数） （参考︓2022年9⽉調査 15,195社 10.1%）

（ 2022年3⽉調査 13,078社 8.7%）

②下請Gメンによるヒアリング調査
○調査対象

地域特性や業種バランスに配慮した上で、過去のヒアリングにおいて慣習等によりコストが取引価格に反映できていない状況や発
注側企業との間で⼗分な価格交渉が⾏われていない状況等が⾒られた事業者等も含めて対象先を選定。

○調査期間 2023年4⽉17⽇〜4⽉28⽇
○調査⽅法 電話調査
○ヒアリング件数 約2,243社
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 毎年9⽉と3⽉の「価格交渉促進⽉間」の終了後、価格交渉、価格転嫁それぞれの実施状況に
ついて、中⼩企業に対し「①アンケート調査、②下請Ｇメンによるヒアリング」を実施。

中⼩企業庁︓価格交渉促進⽉間の実施とフォローアップ調査結果

価格交渉状況の業種別ランキング（価格交渉に応じた業種）

順位 2022年9⽉ 順位 2023年3⽉
１位 ⽯油製品・⽯炭製品製造 １位 造船↑
２位 鉱業・採⽯・砂利採取 ２位 繊維↑
３位 卸売 ３位 ⾷品製造↑
４位 造船 ４位 飲⾷サービス↑
５位 機械製造 ５位 建材・住宅設備↑
６位 ⾷品製造 ６位 卸売↓
７位 繊維 ７位 ⾦属↑
８位 紙・紙加⼯ ８位 電機・情報通信機器↑
９位 化学 ９位 機械製造↓

１０位 電機・情報通信機器 １０位 紙・紙加⼯↓
１１位 建材・住宅設備 １１位 製薬↑
１２位 ⾦属 １２位 化学↓
１３位 ⼩売 １３位 ⽯油製品・⽯炭製品製造↓
１４位 製薬 １４位 ⼩売↓
１５位 飲⾷サービス １５位 廃棄物処理↑
１６位 印刷 １６位 鉱業・採⽯・砂利採取↓
１７位 ⾃動⾞・⾃動⾞部品 １７位 情報サービス・ソフトウェア↑
１８位 電気・ガス・熱供給・⽔道 １８位 電気・ガス・熱供給・⽔道→
１９位 建設 １９位 建設→
２０位 不動産・物品賃貸 ２０位 ⾃動⾞・⾃動⾞部品↓
２１位 情報サービス・ソフトウェア ２１位 印刷↓
２２位 広告 ２２位 不動産・物品賃貸↓
２３位 ⾦融・保険 ２３位 ⾦融・保険→
２４位 通信 ２４位 広告↓
２５位 廃棄物処理 ２５位 放送コンテンツ↑
２６位 放送コンテンツ ２６位 トラック運送↑
２７位 トラック運送 ２７位 通信↓

ー その他 ー その他

 価格交渉に応じたか、回答を点数評価し、発注側企業の業種別に集計。

 相対的に価格交渉に応じている業種としては、造船、繊維。応じていない業種は通信、トラック運送、放送コンテンツ。

【評価⽅法】

回答欄選択肢 配点
①コスト上昇分を取引価格に反映するために発注側企業に協議を申し
⼊れ、話し合いに応じてもらえた。
②コスト上昇分を取引価格に反映させる必要がないか、発注側企業か
らの声かけがあり、話し合いが⾏われた。

１０点

③コストが上昇していないため、協議を申し⼊れなかった ５点
④コストが上昇しているが、⾃社で吸収可能と判断し、協議を申し⼊れ
なかった ０点

⑤コストが上昇し、⾃社で吸収可能な範囲を超えているところ、発注側
企業の⽅から「価格に反映させる必要が無いか」との声かけはあったが、
発注量の減少や取引中⽌を恐れ、⾃社から協議を申し⼊れなかった。

ー３点

⑥コストが上昇し、⾃社で吸収可能な範囲を超えているところ、発注側
企業の⽅からの声かけも受けておらず、発注量の減少や取引中⽌を恐
れ、⾃社から協議を申し⼊れなかった。

ー５点

⑦コストが上昇しているので、発注側企業に協議を申し⼊れたが、協議
にすら応じてもらえなかった ー７点

⑧取引価格を減額するために、発注側企業から協議の申し⼊れがあっ
た。もしくは、協議の余地なく⼀⽅的に取引価格を減額された ー１０点

中⼩企業に、主要な発注側企業（最⼤３社）との間の、直近
６ヶ⽉（2022年10⽉〜2023年3⽉）における価格交渉の状況
について回答を依頼。得られた回答を、発注側の企業ごとに名寄
せ・単純平均した上で、その発注企業が属する業種毎に更に集
計・単純平均し、ランキング化したもの。

※サンプル数が50以下の業種はその他として記載。
※業界毎の順位や数値は、各業界に属する発注側企業についての回答の点数を平均し順
位付けしたものであり、その業界における代表的企業の評価を表すものではない。
※表中、↑↓→は前回9⽉調査と⽐較した結果の上がり下がりを⽰す。

n=20722
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2023年3⽉ コスト増に
対する転嫁率

各要素別の転嫁率
原材料 エネルギー 労務費

①全体 ↑47.6% ↑48.2% ↑35.0% ↑37.4%
1位 ⽯油製品・⽯炭製品製造→ ↑57.0% ↓50.4% ↑45.8% ↑45.8%
2位 卸売↑ ↑56.9% ↑55.5% ↑41.5% ↑41.7%
3位 造船↑ ↑56.1% ↑60.1% ↑40.5% ↑42.1%
4位 ⾷品製造↑ ↑55.8% ↑55.2% ↑39.9% ↑39.3%
5位 飲⾷サービス↑ ↑55.6% ↑55.8% ↑37.3% ↑41.4%
6位 電機・情報通信機器→ ↑55.4% ↑57.1% ↑36.7% ↑38.8%
7位 繊維↑ ↑54.8% ↑54.5% ↑38.9% ↑38.2%
8位 ⼩売↑ ↑53.7% ↑53.3% ↑38.3% ↑39.1%
9位 化学↓ ↑53.3% ↓56.8% ↑39.6% ↑39.9%
9位 建材・住宅設備↓ ↑53.3% ↓53.3% ↑36.5% ↑37.0%
11位 機械製造↓ ↓52.2% ↓55.7% ↑36.5% ↑37.5%
11位 紙・紙加⼯↑ ↑52.2% ↑52.3% ↑35.9% ↑35.0%
13位 ⾦属↓ ↑50.2% ↓52.4% ↑38.0% ↑36.3%
14位 廃棄物処理↑ ↑48.5% ↑43.6% ↑35.9% ↑39.6%
15位 製薬↓ ↓48.4% ↓52.4% →40.0% ↑38.4%
16位 不動産・物品賃貸↑ ↑46.5% ↓45.0% ↑36.6% ↑41.7%
17位 建設→ ↓44.3% ↑45.4% ↑35.1% ↑40.6%
18位 電気・ガス・熱供給・⽔道↓ ↓43.0% ↓40.1% ↑31.5% ↑37.7%
19位 印刷→ ↓42.3% ↓41.6% ↑26.8% ↑31.3%
20位 ⾃動⾞・⾃動⾞部品→ ↓40.7% ↓47.4% ↑29.9% ↑24.3%
21位 ⾦融・保険↑ ↑38.9% ↓41.7% ↑29.8% ↑35.3%
22位 鉱業・採⽯・砂利採取↓ ↓37.2% ↓39.2% ↓34.5% ↑40.2%
23位 情報サービス・ソフトウェア→ ↓36.7% ↓21.0% ↑18.0% ↓45.7%
24位 広告↓ ↓34.0% ↓36.4% ↑27.8% ↑30.8%
25位 通信↑ ↑33.5% ↑33.0% ↑26.8% ↑34.8%
26位 放送コンテンツ↓ ↓22.7% ↑24.0% ↑19.5% ↓21.8%
27位 トラック運送→ ↓19.4% ↑17.9% ↑19.4% ↑18.2%
- その他 ↑45.0％ ↑4.41％ ↑33.1％ ↑35.8％

価格転嫁状況の業種別ランキング（価格転嫁に応じた業種）
 価格転嫁の状況について、発注側企業の業種別に集計し、転嫁率順に並べた結果は下記の表のとおり。

 相対的に価格転嫁に応じている業種としては、⽯油製品・⽯炭製品、卸売。応じていない業種は、トラック
運送、放送コンテンツ、通信。

※サンプル数が50以下の業種はその他として記載。
※業界毎の順位や数値は、各業界に属する発注側企業についての回答の点数を平均し順
位付けしたものであり、その業界における代表的企業の評価を表すものではない。
※表中、↑↓→は前回9⽉調査と⽐較した結果の上がり下がりを⽰す。
※要素別の回答形式のため、全体コストと各要素の影響が必ずしも連動するものではない。

中⼩企業に、主要な発注側企業（最⼤３社）との間で、直近
６ヶ⽉（ 2022年10⽉〜2023年3⽉）のコスト上昇分のうち、
何割を価格転嫁できたか」、回答を依頼。得られた回答を、発注
側の企業ごとに名寄せ・単純平均した上で、その発注企業が属す
る業種毎に更に集計・単純平均したものを「各業種の転嫁率」と
し、ランキング化したもの。

※労務費や原材料費、エネルギーの各コストについても同様。
回答欄選択肢 転嫁率

１０割 １００％転嫁できたと計算
（10点）

９割 ９０％（9点）
８割 ８０％（8点）
７割 ７０％（7点）
６割 ６０％（6点）
５割 ５０％（5点）
４割 ４０％（4点）
３割 ３０％（3点）
２割 ２０％（2点）
１割 １０％（1点）
０割 ０％（0点）
マイナス ー３０％（－3点）

【評価⽅法】 n=20722
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業種別の価格転嫁ランキング（価格転嫁を要請して、応じて貰えた業種）
受注側企業サイドから⾒て、発注側企業に対して価格転嫁して貰えたか、という視点からも集計。
 価格転嫁に相対的に応じて貰えている業種は、卸売、紙・紙加⼯、⼩売
 価格転嫁に相対的に応じて貰えていない業種は、トラック運送、放送コンテンツ、⾦融・保険

※サンプル数が50以下の業種はその他として記載。
※業界毎の順位や点数は、各業界に属する受注側企業についての回答の点数を平均し順位付
けしたものであり、その業界における代表的企業の評価を表すものではない。
※表中、↑↓→は前回9⽉調査と⽐較した結果の上がり下がりを⽰す。
※要素別の回答形式のため、全体コストと各要素の影響が必ずしも連動するものではない。

中⼩企業に、主要な取引先を最⼤３社選択してもらい、１社ご
とに、直近６ヶ⽉（2023年10⽉〜2023年3⽉）のコスト上昇分
のうち何割を価格転嫁できたかについて回答を依頼。得られた回
答を受注側中⼩企業の業種ごとに名寄せし、業種ごとの転嫁率を
単純平均で算出したもの。

※労務費や原材料費、エネルギーの各コストについても同様。

2023年3⽉ コスト増に
対する転嫁率

各要素別の転嫁率
原材料費 エネルギー 労務費

①全体 ↑47.6% ↑48.2% ↑35.0% ↑37.4%

②
業
種
別

1 卸売 ↑67.1% ↑66.8% ↑48.1% ↑48.5%
2 ⼩売 ↑60.7% →57.7% ↑39.4% ↑40.9%
3 紙・紙加⼯ ↓58.6% ↓60.2% ↑39.2% ↑38.6%
4 ⾷品製造 ↑58.2% ↑56.6% ↑42.0% ↑41.6%
5 電機・情報通信機器 ↑55.9% ↑58.8% ↑36.3% ↑38.5%
6 機械製造業 ↓53.4% ↓56.1% ↑38.5% ↑38.6%
7 建材・住宅設備 ↑53.2% ↑56.8% ↑38.6% ↑38.5%
8 製薬 52.9% 47.1% 47.1% 41.4%
9 繊維 ↑52.3% ↑53.9% ↑39.3% ↑39.3%
10 鉱業・採⽯・砂利採取 ↑51.8% ↑49.0% ↑47.5% ↑40.7%
11 化学 ↓51.3% ↓56.2% ↑33.2% ↑33.5%
12 ⾦属 ↓48.9% ↓54.6% ↑35.9% ↑33.1%
13 印刷 ↑46.3% ↓46.4% ↑28.6% ↑30.2%
14 不動産・物品賃貸 ↑45.9% ↑45.8% ↑41.4% ↑45.9%
15 造船 44.7% 52.9% 33.9% 34.1%
16 建設 ↓43.5% ↓44.5% ↑34.7% ↓40.0%
17 ⽯油製品・⽯炭製品 43.3% 44.8% 30.7% 31.7%
18 電気・ガス・熱供給・⽔道 ↑39.7% ↓40.7% ↑33.1% ↑34.2%
19 廃棄物処理 ↑39.1% ↑33.6% ↑30.0% ↑32.8%
20 広告 ↓37.9% ↓39.8% ↓27.6% ↓32.3%
21 情報サービス・ソフトウェア ↑37.7% ↑24.5% ↑20.1% ↑45.9%
22 ⾃動⾞・⾃動⾞部品 ↓34.7% ↓45.5% ↑28.5% ↑19.1%
23 飲⾷サービス 33.2% 35.3% 18.3% 24.7%
24 通信 ↑31.2% ↓27.3% ↓23.7% ↓32.5%
25 ⾦融・保険 25.0% 38.3% 25.7% 27.5%
26 放送コンテンツ ↑24.5% ↑27.3% ↑24.0% ↓28.3%
27 トラック運送 ↑21.1% ↑17.1% ↑21.0% ↑18.6%
- その他 ↑41.9% ↓39.4% ↑31.4% ↑36.5%

n=20722【評価⽅法】

回答欄選択肢 転嫁率

１０割 １００％転嫁できたと計算
（10点）

９割 ９０％（9点）
８割 ８０％（8点）
７割 ７０％（7点）
６割 ６０％（6点）
５割 ５０％（5点）
４割 ４０％（4点）
３割 ３０％（3点）
２割 ２０％（2点）
１割 １０％（1点）
０割 ０％（0点）
マイナス ー３０％（－3点）
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適正取引・価格転嫁の普及啓発
発注側企業と受注側企業の関係の構築

法執⾏の強化

「パートナーシップ構築宣⾔」とは

 「パートナーシップ構築宣⾔」は、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、⼤企業と中⼩
企業の共存共栄を⽬指し、「発注者」側の⽴場から、「代表権のある者の名前」で宣⾔するもの。

（１）サプライチェーン全体の付加価値増⼤と、新たな連携（IT実装、BCP策定、グリーン調達の⽀援等）
（２）下請企業との望ましい取引慣⾏（「振興基準」）の遵守、特に、取引適正化の重点5分野

（①価格決定⽅法、②型管理の適正化、③現⾦払の原則の徹底、④知財・ノウハウの保護、⑤働き⽅改⾰に
伴うしわ寄せ防⽌）

 「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」（2020年5⽉）において、導⼊を決定。

 【共同議⻑】経産⼤⾂、内閣府特命担当⼤⾂（経済財政政策）
【構成員】厚労⼤⾂、農⽔⼤⾂、国交⼤⾂、内閣官房副⻑官（政務）、経団連、⽇商、連合

２．未来を拓くパートナーシップ構築推進会議

親会社・発注者下請・受注者

宣⾔︕

価格転嫁の要望等

１．宣⾔のイメージ
労務費・原料価格の上昇等

望ましい取引慣⾏

製造業だけでなく、多様な業種に宣⾔
いただけるものです。
部品製造委託等に限らず、社内のIT
システム運⽤や清掃・メンテナンス業
務委託、備品調達等も含めた、幅広
い委託・調達の場⾯が想定されます。

 第1回は2020年5⽉、第2回は2020年11⽉、第3回は2022年2⽉、第４回は2022年10⽉11⽇に開催。
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「パートナーシップ構築宣⾔」の意義
 宣⾔を⾏った企業は、パートナーシップ構築宣⾔の「ロゴマーク」を使⽤することができ、名刺などに記
載することで取組をPRできます。また、SDGSの⽬標と紐付けた活動のPRも可能です。

 各種補助⾦の採択にあたり、加点措置を受けることができます。

■「パートナーシップ構築宣⾔」ポータルサイト

【URL】 https://www.biz-partnership.jp

■ロゴマーク

3.すべての⼈に健康と福祉を
8.働きがいも経済成⻑も
9.産業と技術⾰新の基盤をつくろう
10.⼈や国の不平等をなくそう
13.気候変動に具体的な対策を
17.パートナーシップで⽬標を達成しよう
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宣⾔を⾏った企業は、パートナー
シップ構築宣⾔の「ロゴマーク」を
使⽤することができます。

■SDGSアクションプラン2023
SDGsを推進するための具体的な施策を政府がとりまとめた
「SDGSアクションプラン2023」において、パートナーシップ構
築宣⾔の推進が、以下の6つの⽬標に関する施策として登
録されています。宣⾔内容に応じて、これらの⽬標と紐付け
て⾃社の活動のPRいただくことが可能です。

12

荷主への働きかけ

経済産業省関東経済産業局報道発表（令和4年11⽉15⽇）

 関係機関と連携して荷主団体、荷主企業に対して協⼒を依頼
＜荷主団体に対して協⼒依頼＞ ＜荷主企業に対して協⼒依頼＞
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適正取引・価格転嫁の普及啓発
発注側企業と受注側企業の関係の構築

法執⾏の強化

14

下請Gメンによる訪問調査
 下請事業者に対して訪問調査を実施、下請事業者の声をルール作りに反映

「中⼩企業庁︓取引調査員(下請Ｇメン)による訪問調査について」
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物流分野の取引の公正化のための枠組み
 取引の公正化(優越的地位の濫⽤防⽌)のため、独占禁⽌法、下請代⾦法で規制

図︓公正取引委員会『物流特殊指定〜知っておきたい「物流分野の取引ルール」』より引⽤

独占禁⽌法
物流特殊指定(告⽰)
公正取引委員会が専管

下請代⾦法
公正取引委員会と
中⼩企業庁の共管

特定荷主 特定物流事業者
親事業者 下請事業者

再委託委託

16

規制の対象となる事業者

 資本⾦と取引内容により規制の対象となる事業者を定義

• 物品の製造委託・修理委託
• 政令で定める※情報成果物作成委託(プログラム作成)
• 政令で定める※役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)

• ※政令で定めるもの以外は資本⾦区分が３億円→５千万円となる

親事業者
資本⾦3億円超
資本⾦1千万円超３億円以下

下請事業者
資本⾦3億円以下(個⼈を含む)
資本⾦1千万円以下(個⼈を含む)

※取引上の地位の優劣の判断に際しては荷主と物流事業者の関係ごとに、取引依存度、荷主の市場における地位、取引先変更
の可能性等を総合的に判断します。

特定荷主
資本⾦3億円超
資本⾦1千万円超３億円以下
取引上の地位が優越している荷主

特定物流事業者
資本⾦3億円以下(個⼈を含み資本⾦3億円超の事業者の⼦会社を除く)
資本⾦1千万円以下(個⼈を含み資本⾦1千万超の事業者の⼦会社を除く)
取引上の地位が劣っている物流事業者

 下請代⾦法における親事業者、下請事業者の定義

 物流特殊指定（独占禁⽌法）における特定荷主、特定物流事業者の定義
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下請代⾦法・物流特殊指定における親事業者・特定荷主の禁⽌⾏為

 下請代⾦法では11項⽬、物流特殊指定では9項⽬を禁⽌⾏為と規定

親事業者の禁⽌⾏為
(下請代⾦法)

特定荷主の禁⽌⾏為
(物流特殊指定)

受領拒否

下請代⾦の⽀払遅延

下請代⾦の減額

返品

買いたたき

購⼊・利⽤強制

報復措置

有償⽀給原材料等の対価の早期決済

割引困難な⼿形の交付

不当な経済上の利益の提供要請

不当な給付内容の変更及び不当なやり直し

受領拒否

⽀払遅延

減額

買いたたき

購⼊・利⽤強制

要求拒否に対する報復措置

割引困難な⼿形の交付

不当な経済上の利益の提供要請

不当な給付内容の変更及び不当なやり直し

情報提供に対する報復措置
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下請代⾦法に基づく調査・検査
 書⾯調査、Gメンヒアリング等の結果をもとに親事業者に対して調査・検査、必要に応じて⾏政
指導（重⼤・悪質な場合は公正取引委員会に措置請求→勧告）を実施

中⼩企業庁︓下請代⾦法運⽤状況(令和5年5⽉31⽇公表)
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下請代⾦法の違反事例
確認された事実 適⽤条項
毎⽉末⽇締め、翌々⽉末⽇で⽀払っている。 下請代⾦の⽀払遅延の禁⽌（第4条第1項第2号）違反

⽀払期⽇を定める義務（第2条の2）違反
※⼀定の要件の下、特例あり

あらかじめ取り交わした運賃表から⼀律20％引きで⽀払っている。 下請代⾦の減額の禁⽌（第4条第1項第3号）違反
運賃表が3年以上にわたって改定されておらず、燃料サーチャージ制も未
導⼊。聴取によると、下請事業者から申⼊れがないため改定せず。

買いたたきの禁⽌（第4条第1項第5号）違反（おそれ）

下請事業者に定期便の運送を委託しているが、緊急の運送業務が発⽣し、
下請事業者が休⽇に臨時便により対応したが、下請事業者と協議するこ
となく、通常の料⾦で委託した。

買いたたきの禁⽌（第4条第1項第5号）違反（おそれ）

親事業者所有のトラックが事故により⼀時的に使⽤できなくなったため、
下請事業者所有のトラックを無償で借受けた。

不当な経済上の利益の提供要請の禁⽌（第4条第2項第3
号）違反

（製造委託）
⾦型の製造を委託しているが、下請事業者が作成した⾦型の設計図を
無償で譲渡させた。

（役務提供委託）
顧客から委託された商品の配送を下請事業者に再委託しているが、顧
客の要請により、下請事業者に商品の陳列作業を⼿伝わせた。

不当な経済上の利益の提供要請の禁⽌（第4条第2項第3
号）違反
※⾦型の製造→製造委託

図⾯の作成→情報成果物作成委託
資本⾦区分が異なる。役務提供委託においては役務の内容により
資本⾦区分が異なるので異種の役務を委託する場合は注意が必要

下請代⾦法運⽤基準 第４ 親事業者の禁⽌⾏為 ５ 買いたたき
(2) 次のような⽅法で下請代⾦の額を定めることは、買いたたきに該当するおそれがある。

ウ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明⽰的に協議
することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。（新設）

エ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁を
しない理由を書⾯、電⼦メール等で下請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。（改正）

強化された下請代⾦法運⽤基準
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最後に

ご清聴ありがとうございました。

親事業者と下請事業者が⼗分な協議を⾏い、適正にコストを転嫁することが重要

◆ 「⾒直そう」 その⼀⾔で 救われる

令和５年度下請取引適正化推進⽉間 キャンペーン標語特選作品
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リンク集
経済産業省適正取引⽀援サイト
https://tekitorisupport.go.jp/

中⼩企業庁＞経営サポート「取引・官公需⽀援」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html

「パートナーシップ構築宣⾔」ポータルサイト
https://www.biz-partnership.jp/

公正取引委員会＞各種パンフレット
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html

経済産業省＞審議会・研究会＞ものづくり/情報/流通・サービス＞持続可能な物流の実現に向けた検討会
（参考）

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sustainable_logistics/index.html


